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１ はじめに  

 

 

国では、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基

本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの基本理念にのっとり、

性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものである

との認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを趣旨

として、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する

法律（ＬＧＢＴ理解増進法）」を令和５年６月２３日に公布し、同日に施行いたしました。 

 

山梨県では、令和５年６月定例県議会において、「パートナーシップ宣誓制度」を県として導入

する方針を示し、多様な性への県民理解の浸透を図り、性的マイノリティーの方々がパートナーと

ともに充実した生活を営む一助とすることを明らかにしました。 

 

韮崎市では、第３次男女共同参画推進計画に基づき、「すべての人が 自分らしく 暮らせるま

ち にらさき」を目指しており、その一環としてパートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入する

ことといたしました。 

この制度の導入により、多様な生き方が尊重され、すべての人の人権を尊重する社会につなが

ることを期待するものです。 
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２ 韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは 

 

 

韮崎市は、ソジー（SOGIE:性的指向や性自認、どのような性表現をするか）に関わらず、すべ

ての人が自分を大切にし、自分らしく暮らせるまちを目指し、令和５年10月10日から韮崎市パー

トナーシップ・ファミリーシップ制度を導入いたします。 

 

ソジー（SOGIE）とは、特定の人を指す言葉ではなく、すべての人の性的指向（どんな性別を好

きになるか）、性自認（自分はどんな性別だと思っているか）、性表現（どんな性別の服装、髪形を

望んでいるか、自分を何と呼ぶかなど）を表す言葉で、すべての人に当てはまります。 

 

この制度は、互いを人生のパートナーまたはファミリー（家族）として尊重し、日常生活において

相互に支え合う「パートナーシップ関係」「ファミリーシップ関係」であることを約束したお二人が、

市に宣誓をし、市がその宣誓書を受領したことを公に証明するものであります。 

 

現行の婚姻制度を利用できない方々のほか、事実婚の男女カップルもこの制度を利用するこ

とができます。 

 

また、宣誓する方に子・親（養子・養親を含む。）がいる場合は、ファミリー（家族）としてあわせて

受領証に氏名を記載することができます。 

 

この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力（相続、税の控除等）が生じるものではありま

せんが、安心して誰もが大切なパートナーやファミリー（家族）と共に、自分らしく暮らしていけるよ

う、市ができる限りの応援をするものです。 
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３ 制度を利用できる方  

 

 

宣誓をされるお二人が、以下のすべての要件を満たす必要があります。 

 

👉 互いを人生のパートナーとして、日常生活において経済面、生活面、精神面などで相互に 

責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係であること。 

 

👉 成人（１８歳以上）であること。 

 

👉 少なくとも一方が市内に居住し住民票があること。 

（宣誓する日から３か月以内に市内への転入予定を含む。） 

 

👉 配偶者（他の方との事実婚含む。）がいないこと。 

 

👉 他の方とパートナーシップの関係にないこと。 

 

👉 民法で定められている近親者でないこと。 

（次頁の図に掲載の関係（続柄）の方は制度を利用できません。ただし、養子縁組によって近

親者となった場合を除きます。） 

 

👉 ファミリーシップ宣誓も希望する場合は、対象とする子、親の同意が得られていること。 

（子はパートナーの少なくとも一方と生計同一である必要があります。） 

 

※ なお、山梨県のパートナーシップ制度に基づき、宣誓されたお二人につきましても、本市に 

宣誓したものと同等の扱いをさせていただきます。 

 

【近親者等を家族として届け出る場合】 

 原則として、届け出をしようする近親者等が次のいずれかに該当している必要があります。 

 １ 届出されるお二人のいずれか一方と同居している未成年の子ども 

 ２ 届出されるお二人のいずれか一方の親等の近親者（1にあたらない子どもを含む。） 

 

 ただし、特別な事情があると認められる場合は、上記の要件に関わらず届出ができることがあり

ます。 
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【制度を利用できない者（近親者等）】 

 

 
 

直系 傍系

は血族

姻族

○囲み数字は親等

③曾祖父母

②祖父母

➀子

②孫

③ひ孫

③おい・めい
➀配偶者

②配偶者

③ひ孫③配偶者

配偶者

➀父母

➀子

②孫

➀父母

②祖父母

③曾祖父母

本人

②おじ・おば

②兄弟・姉妹
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宣誓日 

予約した日時に本人確認書類（原本）を持ち、宣誓書に署名するため、必ずお二人そろってお越し

ください。 

 

★ 双方または一方が韮崎市在住の場合     ★ 双方とも市外在住（転入予定）の場合 

 

 
                             転入後、申出書提出 

 

 

 

 

 

 

※ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証及び受領証カードのこと。 

４ 手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要件の確認、書類の準備 

宣誓日の予約 

事前に必要書類を提出 

受領証等※交付 

当日交付（お時間いただきます） 

後日窓口交付 

郵送での交付 

転入予定受付票交付 

要件をご確認の上、必要書類を準備してください。

Ｐ３、６～７参照 

下記【担当】に電話にて、ご連絡ください。 

【担当】に宣誓日の１０日前までに、郵送または

ご持参ください。Ｐ６～７参照 

受領証等※交付 

当日交付（お時間いただきます） 

後日窓口交付 

郵送での交付 

【担当】 

韮崎市財務政策課政策調整担当 

〒407-8501 韮崎市水神一丁目3番1号 

     0551-45-9223（直通） 

午前8時30分～午後5時15分 

（土・日・祝日・年末年始除く） 
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５ 届出に必要なもの 

 

 

     パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に際し必要な書類等は以下のとおりです。 

 

〔必要書類（事前提出時）〕 

必要な書類等 備考 チェック 

宣誓届 ・第１号様式 □ 

戸籍謄本 

 

 

 

 

 

 

・1 か月以内に発行されたもの 

外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行す

る婚姻要件具備証明書等、独身が証明できる

もの（原本及び日本語訳） 

 

【ファミリーシップの宣誓を希望する方】 

・ファミリーシップの宣誓も希望する場合は、当事

者全員の戸籍謄本 

□ 

住民票の写し ・３か月以内に発行されたもの 

・本籍、続柄、個人番号の記載は不要 

・同一世帯の場合は１通で可 

□ 

【双方が市外在住の方のみ】 

転入予定であることがわかる書類 

・転出証明書又は物件売買契約書の写し、賃貸

契約書の写し等 

※後日、転入後の住民票の写しを提出いただきま

す。 

□ 

【ファミリーシップを宣誓する方の

み】 

同意書 

子については生計同一であることが

分かる書類 

・第２号様式 

・ファミリーシップの対象としたいお子さん・親御さ

んから、自署による同意書をいただいてください

（病気、障害等により自署が困難な場合は、代筆

でも構いません。また、１５歳未満の子について

は同意書は不要）。 

 

※制度の趣旨をよく説明し、理解を得た上での宣

誓をお願いいたします。 

※ファミリーシップに氏名を記載されている方が、

受領証等から氏名の削除を希望する場合に

は、ご本人の申し立てにより、削除することがで

□ 
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きます。（１５歳未満の子については、満１５歳に

達した時点で申し立て可能） 

【通称名を使用する方のみ】 

日常的に通称名を使用していること

がわかるもの２点以上 

（例）勤務先や学校が発行した社員証、学生証、通

帳、診察券、公共料金請求書、郵便物等 □ 

 

〔宣誓日（予約し来庁する日）〕 

必要な書類等 備考 チェック 

宣誓届 ・第３号様式 市が用意  

本人確認書類（原本） ・官公署が発行した顔写真付きの身分証明書 

 （例）運転免許証、マイナンバーカード、 

パスポート等 

※上記がない場合は、健康保険証、年金手帳、介

護保険の被保険者証等を２点以上。 

□ 

 

●双方とも市外在住の場合、転入後に提出が必要な書類等は以下のとおりです。 

必要な書類等 備考 チェック 

転入完了申出書 ・第７号様式 □ 

転入後の住民票の写し ・転入から１４日以内 □ 

転入予定受付票（宣誓日に交 

付したもの） 

・転入予定受付票と引き換えに、パートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓書受領証及び受領証カ

ードを配布（第６号様式） 

□ 

本人確認書類（原本） 上記参照 □ 
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６ 交付書類 

 

 

宣誓書に署名いただいた後、以下の書類を交付します。 

 

（1） パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証【第４号様式】 

市が、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書を受領したことを証するもの（Ａ４サイズ）で

す。お二人に１枚交付します。 

 

（表）                                 （裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※デザインは、異なる場合があります。 
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（2） パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード【第５号様式】 

市が、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書を受領したことを証する運転免許証サイズ

の携帯用カードです。対象者それぞれに１枚ずつ交付します。 

 

（表） 

 

（裏） 

※デザインは、異なる場合があります。 
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７ 届出受理証明書の再交付・変更・返還 

 

 

👉 届出時と同様に事前に電話にて、財務政策課政策調整担当まで手続きの日時の予約をして

ください。（お一人での来庁でも構いません） 

 

👉 郵送（一部不可）での手続きも可能ですが、事前にご連絡をお願いします。 

 

（１）届出受理証明書の再交付 

➣ 宣誓書受領証、受領証カードをなくしたり、汚したりした場合などは、再交付申請をする 

ことができます。 

持参または郵送の方法により、必要書類を提出してください。 

 

再交付事由 必要書類 備考 

紛失 ・第８号様式 

 

・本人確認書類（原

本） 

（Ｐ７参照） 

再交付後に紛失した受領証等が見

つかった場合は、速やかに返還してくだ

さい。 

破損・汚損 再交付を受ける受領証又は受領証

カードを添付してください。引き換えに

新しい受領証等を交付します。 
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（２）届出事項の変更 

 ➣ 届出内容に変更があったときは、届出事項変更届が必要です。 

    提出する際は、必ず受領証等をご持参ください。 

持参または郵送の方法により、必要書類を提出してください。 

 

➣ 変更後の事項が記載された受領証等は、窓口での交付または届け出てある住所へ郵送い 

たします。 

 

変更事項 必要書類 備考 

住所 ・第９号様式 

 

・本人確認書類（原

本） 

（Ｐ７参照） 

 

・受領書等 

住民票の写し 

氏名 戸籍抄本 

通称名 通称名を使用していることが確認でき

る書類 

子または親の新たな加入 対象者の戸籍謄本 

同意書 

子については生計同一であることが分

かる書類 

子または親のファミリーシップから

の削除 

なし 

子または親本人の申し立てによる

ファミリーシップからの削除 

・第１０号様式 申立者の本人確認書類（原本） 

（Ｐ７参照） 
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（３）返還手続 

 ➣ 必要書類を担当窓口に持参してください。 

提出する際は、必ず受領証等をご持参ください。 

 

➣ 返還された受領証等が必要な方はお申し出ください。  

無効処理を施した上でお返しします。 

 

➣ 返還され無効となった受領書等の交付番号は、市ホームページ等で公表します。 

 

変更事項 必要書類 備考 

パートナーシップを解消したいとき ・第１１号様式 

 

・本人確認書類（原

本） 

（Ｐ７参照） 

 

・受領書等 

お一人での手続きも可能ですが、その場

合、もう一方の方へ届出を受理したことを通

知します。 

宣誓者の一方が死亡したとき ただし、ファミリーシップに子または親の氏

名が記載されている場合で、死亡した宣誓

者を除いた宣誓者及び子または親が希望す

る場合には、ファミリーシップを継続すること

ができます。（その場合は返還届ではなく、

第９号様式「届出事項変更届」を提出してく

ださい。） 

宣誓者の双方が市外に転出したと

き 

転勤、親族の介護等やむをえない事情によ

り、一時的に市外に移動される場合は除きま

す。 

その他届出の要件を満たさなくな

ったとき 

 

 

この場合は無効になります 
 

➣ 宣誓届等の内容に虚偽があったとき。 

➣ 宣誓日以降に宣誓の要件を満たしていないことが判明したとき。 

➣ 宣誓者の双方が市外在住（転入予定）の場合で、宣誓日から３か月を経過しても、転入を証

明する書類を提出しないとき。 

➣ 受領証等の不正使用（受領証等の複製、改ざん等を含む悪用と認められるもの）や濫用、 

もしくは公序良俗に反する使用が発覚したとき。 
 

無効となった場合は、受領証等を返還してください。 

無効となった受領証等の交付番号は、市ホームページ等で公表します。 
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８ Ｑ＆Ａ 

番号 Ｑ＆Ａ 

１ 韮崎市パートナーシップ・ファミリ

ーシップ制度とはどのようなもので

すか。 

現行の婚姻制度を利用できない、または、利用しない

お二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活に

おいて相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを市

に宣誓することができる制度です。（パートナーシップ） 

パートナーのお子さんや親御さんとの家族としての関

係性についても、あわせて宣誓することができます。（フ

ァミリーシップ） 

※ご本人の同意が必要です。  

宣誓書を受領した場合、市は、「パートナーシップ・ファ

ミリーシップ宣誓書受領証」等を交付します。 

２ なぜ制度を導入するのですか。 韮崎市は、すべての人が自分らしく生き生きと暮らせ

るまちを目指しています。 

現行の婚姻制度を利用できず、不便や生きづらさを

抱えている方の気持ちを受け止め、市としてできる限り

応援をし、すべての人が尊重される取組みが広がってい

くことを期待しています。 

３ パートナーシップと婚姻はどう違

うのですか。 

婚姻は法律に基づき行われるもので、相続等の財産

上の権利や扶養義務等の法律上の権利や義務が発生し

ます。 

一方、韮崎市が行うパートナーシップ・ファミリーシッ

プ制度は、市が独自に実施するものであり、法的な権利

の発生や義務の付与を伴うものではありません。 

４ 届出を行えるのは同性同士のみ

ですか。 

お互いを尊重し人生のパートナーまたはファミリー（家

族）として継続的に協力し合う「パートナーシップ関係」、

「ファミリーシップ関係」である、お二人であればどなたで

も届出することができます。 

届出者の戸籍上の性別やソジー（SOGIE:性的指向

や性自認、どのような性表現をするか）は問いません。 
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番号 Ｑ＆Ａ 

５ 同居していないと届出はできませ

んか。 

必ずしも同居している必要はありません。 

ただし、お二人が互いを人生のパートナーまたはファ

ミリー（家族）として尊重し、継続的に協力し合う関係で

あることが必要です。 

また、少なくともどちらか一方が韮崎市にお住まいに

なっているか、転入によって韮崎市にお住いになる予定

であることが必要です。 

６ 他の人に代理で届出してもらうこ

とはできますか？  

事前書類につきましては、代理の方でも郵送でも可能

です。 

ただし、宣言日には、受領証等または転入予定受付票

交付を受け取る必要があるので、届出者お二人そろって

財務政策課政策調整担当までお越しいただく必要があ

ります。 

特別な事情によりお二人での来庁が難しい場合はご

相談ください。 

７ 土日等の休みの日に宣誓するこ

とはできますか。 

宣誓の受付や受領証等の交付は、土日祝日や年末年

始を除く午前８時３０分～午後５時１５分までとなります。 

どうしても難しい場合にはご相談ください。 

８ 個室で手続等をすることはできま

すか。 

個室でのお手続きが可能です。 

希望される場合は、宣誓日の予約時にお伝えくださ

い。 

９ 届出にあたって費用は発生しま

すか。 

届出及び受領証等の交付について費用はかかりませ

ん。 

ただし、住民票の写し、戸籍抄本等の届出に必要な書

類の交付手数料は自己負担となります。 

１０ 交付された宣誓書受領証は、公

的な本人確認書類として使用できま

すか。 

使用できません。 

この制度は、お二人が互いにパートナー関係であるこ

とや、お子さん、親御さんと家族関係にあることを宣誓

し、市が宣誓書を受領した事実を証するものです。 

１１ 宣誓することによるメリットはなん

ですか。 

市からの受領証の交付による安心感や、これまでに受

けられなかった行政や民間のサービスを受けられる可能

性が広がること、パートナー、ファミリー（家族）としての社

会的配慮を受けやすくなること、お二人やお子さん、親御

さんとの関係性を説明しやすくなることなどがメリットとし

て挙げられます。 
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番号 Ｑ＆Ａ 

１２ 届出をすると戸籍や住民票の記

載は変わりますか。 

パートナーシップ・ファミリーシップの届出をしても、戸

籍や住民票の記載は、変わりません。 

なお、届出されたお二人の住民票の世帯が同一の場

合は、「同居人」を「縁故者」に変更することもできますの

で、希望される場合は市民生活課戸籍住民担当までお

願いします。 

１３ 子や親も対象とするのはなぜで

すか。 

婚姻のできないお二人が、その関係性を説明し難い

ことに起因する困難は、お二人の間に限ったことではな

く、例えば一方の親が病気になったときの介護や病院の

諸手続き、子の保育園送迎や通院介助等を、パートナー

が行うことなどが考えられます。 

このような場面で、説明をスムーズに行うことができる

よう、希望に応じ、子・親についても受領証等に氏名を記

載できるようにするものです。 

１４ 外国籍の人も利用できますか。 外国籍の方も利用できます。 

大使館が発行する婚姻要件具備証明書等で配偶者

がいないことが確認できる書類に、日本語訳を添付して

ご提出ください。 

なお、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をして

も、在留資格や在留期間は変わりません。 

１５ 外国で同性婚をしているカップル

は宣誓できますか。 

日本国内では婚姻が成立していないため、宣誓する

ことができます。 

１６ パートナーと養子縁組をしていて

も宣誓できますか。 

お二人が近親者（養子縁組によって近親者となった場

合を除く。）でなければ宣誓が可能です。 

同性カップル等で婚姻制度を利用できないことから、

家族になるために養子縁組を結んでいる方もいますの

で、その状況を考慮したものです。 

１７ なりすましなどの悪用をされませ

んか。 

住民票や戸籍抄本等の提出を求めるほか、受領証等

の交付時には、宣誓するお二人にお越しいただき、本人

確認を行うことで、なりすまし等の悪用を防止します。 

万が一、悪用等が判明した場合には、宣誓を無効とす

るほか、無効となった交付番号をホームページ等で公開

します。 
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番号 Ｑ＆Ａ 

１８ 受領証・受領証カードに有効期

限はありますか。 

有効期限はありません。 

ただし、要件が満たされなくなった場合は、無効となり

ます。 

１９ どのようなサービスを受けること

ができますか。 

本市においては、市営住宅の入居や市立病院での面

会等、家族として利用できることが広がるよう、順次見直

しを進めております。 

民間サービスにおいては、それぞれの事業者の判断

に委ねられますが、全国の取組み例を見ますと、携帯電

話の家族割、生命保険の受取人の適用、住宅ローン手

続きなどにおいて配慮されるケースが見受けられます。  

今後、様々なサービスが広がるよう、民間事業者や市

民の皆様に対して、市から協力を呼びかけてまいりま

す。 

また、利用できるサービスについては、「９ 利用でき

るサービス」に掲載しておりますが、市ホームページ等で

随時情報更新してまいります。 

２０ ファミリーシップの要件はなんで

すか。 

お子さんについては、パートナーの双方または、一方

の養育関係にあるお子さんを基本とします。（同居し世話

をしているお子さんや、市外に進学し仕送りをしているお

子さん等。） 

親御さんについては、住所や生計同一を問いません。  

２１ 子や親の承諾はどのようにとるの

ですか。 

ファミリーシップの宣誓をしようとする子・親について

は、家族で十分相談していただいた上で、１５歳以上の方

については、自署の同意書をいただくこととしています。 

また、ファミリーシップを解消したい場合には、本人か

らの申し立てにより削除が可能です。（１５歳未満の方

は、１５歳に達した以降に申し立てができます。） 

２２ 宣誓書等の記入は代筆でもよい

ですか。 

文字を書くことが困難な場合は、宣誓者ご本人の意

思確認ができれば代筆でも可能です。 

２３ パートナーシップ・ファミリーシッ

プを解消する場合はどうすればよい

ですか。 

返還届をご提出の上、受領証や受領証カードをご返

還ください。 

２４ 市外に転出する場合、受領証等

を返還する必要がありますか。 

転勤・親族の介護等やむを得ない事情により、一時的

に市外に移動する場合を除き、返還届をご提出の上、受

領証や受領証カードをご返還ください。 
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※その他ご不明なことやお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 Ｑ＆Ａ 

２５ 転出先では受領証等を引き続き

使うことはできないのですか。 

この制度は自治体ごとに定めたものであり、転出先で

引き続き使うことはできません。 

転出先でパートナーシップ制度等を実施している場

合は、改めての手続きが必要です。 

今後、自治体間での連携やサービスの提供等ができ

るよう検討してまいります。 

２６ 事前に予約や書類提出が必要な

のはなぜですか。 

当日スムーズに受領証等をお渡しするため、宣誓日

（受領証等交付予定日）の事前予約と１０日前までの書類

提出をお願いしています。 

２７ 郵送での手続きはできますか。 事前の宣誓書類のご提出は窓口持参のほか、電話連

絡をした上で、郵送でも可能です。 

 ただし、受領証等の受取りの際は、職員が宣誓の意思

確認と本人確認をする必要がありますので、宣誓者お二

人でご来庁ください。 

病気等のご事情で困難な場合は、ご相談ください。 

２８ ファミリーシップの対象にする子

どもや親も、手続きに連れて行く必

要がありますか。 

一緒に来ることをファミリーシップ宣誓の条件とするも

のではありませんが、ぜひ、ご一緒においでください。 

 ファミリーシップの宣誓にあたっては、ご家族とよく相談

の上、１５歳以上の方からは、同意書をいただいてくださ

い。 

２９ 宣誓書類はどこで手に入れること

ができますか。 

韮崎市財務政策課政策調整担当または市ホームペー

ジからダウンロードできます。 

３０ 受領証や受領証カードを紛失し

たらどうすればよいですか。 

受領証や受領証カードを紛失したり、破損や汚損した

場合、再発行申請ができます。 

第８号様式「再交付申請書」を提出してください。 

【担当】 

韮崎市財務政策課政策調整担当 

〒407-8501 韮崎市水神一丁目3番1号 

     0551-45-9223（直通） 

午前8時30分～午後5時15分 

（土・日・祝日・年末年始除く） 
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９ 利用できるサービス 

 

令和 6 年 10 月 1 日時点 

 

【利用可能な主な市の行政サービス】 

 

サービスを使う際には、必ず受領証または受領カードをご持参ください。 

 

⑴ 住民票への記載について 

制度・サービス名 制度内容・注意点 担当課・問い合わせ先 

住民基本台帳 世帯主との続柄について、

通常「同居人」となるところを

「縁故者」として登録できます。 

また、登録の際に台帳に付

箋処理を行うこともできるた

め、他の担当においても関係

性の確認ができるようになりま

す。 

市民生活課戸籍住民担当 

(0551-22-1112) 

 

 

 

⑵ パートナーに代わり、申請・受領・紹介・相談などができるもの 

制度・サービス名 制度内容・注意点 担当課・問い合わせ先 

個人住民税の減免申請 免税申請ができます。 税務収納課市民税担当 

（0551-45-7021） 

税諸証明の交付申請 住民票同一世帯に限り、パ

ートナーが、委任状なしで、課

税・所得証明書、納税証明書な

どの申請・受領ができます。 

税務収納課市民税担当 

（0551-45-7021） 

税務収納課収納推進担当 

（0551-45-7043） 

固定資産名寄帳の閲覧、写し

の交付 

住民票同一世帯に限り、パ

ートナーが、委任状なしで、名

寄帳の閲覧（写しの交付）がで

きます。 

税務収納課資産税担当 

（0551-45-7032） 

市税等の納付書の再発行 納付書の再発行がで きま

す。 

税務収納課収納推進担当 

（0551-45-7043） 
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制度・サービス名 制度内容・注意点 担当課・問い合わせ先 

り災証明書の申請（火災以外

の自然災害） 

り災証明書の申請、受領が

できます。 

税務収納課資産税担当 

（0551-45-7032） 

り災証明書（火災に起因するも

の）の申請 

り災証明書の申請、受領が

できます。 

韮崎消防署 

（0551-22-3311） 

救急搬送証明書の申請 救急搬送証明書の申請、受

領ができます。 

韮崎消防署 

（0551-22-3311） 

住民票の交付 同一世帯員の場合、委任状

を用意せずに住民票の発行が

できます。 

市民生活課戸籍住民担当 

(0551-22-1112) 

介護認定等の各種申請手続 介護認定等の窓口での申請

手続を代理人または家族とし

て行うことができます。 

長寿介護課介護保険担当 

（0551-23-4313） 

母子健康手帳交付 妊娠の届出をした方に対し

て、市で母子健康手帳を交付

します。 

その際、配偶者等と同様に

代理申請、受領ができます。 

健康づくり課保健指導担当 

（0551-23-4310） 

教育・保育給付認定の申請 

（認可保育施設への入所申請

を含む） 

教育・保育給付認定及び保

育の提供について、保護者とし

て申請できます。 

こども子育て課保育担当 

（0551-22-1117） 

施設等利用給付認定の申請 私学助成幼稚園の利用料

等、幼稚園や認定こども園の

預かり保育料、認可外保育施

設等の利用料の無償化につい

て、保護者として申請できま

す。 

こども子育て課保育担当 

（0551-22-1117） 
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⑶ パートナー（及びファミリーシップ関係にあるパートナーの子・親）を家族とみなし

て制度が適用されるもの 

 

制度・サービス名 制度内容・注意点 担当課・問い合わせ先 

子ども医療費助成制度 パートナーを保護者として申

請できます。 

例）A：市外、B（A のパート

ナー）：韮崎市、C（A の実子）：

韮崎市 

こども子育て課子育て支援担

当 

（0551-22-1115） 

市営住宅・定住促進住宅の入

居 

市営住宅・定住促進住宅へ

の入居ができます。 

営繕住宅課住宅管理担当 

（0551-45-7634） 

移住支援事業 移住支援金 要件を満たす東京圏からの

転入者に対して、所定の金額

を支給する際、同一世帯として

適用します。 

デジタル戦略課地域戦略担当 

（0551-45-9173） 

空き家等購入費補助金 韮崎市空き家バンク登録物

件を購入した場合、世帯として

購入費補助金の申請ができま

す。 

デジタル戦略課地域戦略担当 

（0551-45-9173） 

住まいるマイホーム補助金 市内に新たに住宅を取得し

た場合、パートナーとして補助

金の申請ができます。 

デジタル戦略課地域戦略担当 

（0551-45-9173） 

生活保護の申請・受給 生活保護は、世帯を単位とし

認定するため、同一生計の者

（住居及び家計が同じ）は、原

則同一世帯とみなします。 

福祉課生活支援担当 

（0551-22-1993） 

身体に障がいがある人などの

軽自動車税（種別割）の減免 

身体障害者等またはそのパ

ートナー（同居の生計同一者に

限る）が所有する軽自動車の

軽自動車税（種別割）を、要件

に該当する場合は、申請により

減免します。 

税務収納課市民税担当 

（0551-45-7021） 

患者への面会 感染症対策のため、入院患

者への面会可能者を血縁者に

制限していますが、家族と同等

とみなし面会ができます。 

市立病院 

（0551-22-1221） 
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制度・サービス名 制度内容・注意点 担当課・問い合わせ先 

救急車への同乗 パートナーが救急車で搬送

される際に同乗できます。 

韮崎消防署 

（0551-22-3311） 

患者の病状説明 患者の病名、手術内容、病

状等の説明を受けることがで

きます。 

市立病院 

（0551-22-1221） 

緊急連絡先の指定 緊急時の連絡先として指定

できます。 

市立病院 

（0551-22-1221） 

父親子育て応援事業 妊婦の配偶者等と同様、父

子健康手帳と父親への育児応

援グッズを受領できます。 

健康づくり課保健指導担当 

（0551-23-4310） 

乳幼児健診・教室 市で実施する乳幼児健診・

教室に受診・参加する際、保護

者等と同様に児を連れて受診・

参加することができます。 

健康づくり課保健指導担当 

（0551-23-4310） 

パパママ学級 市で開催するパパママ学級

に、配偶者等と同様、参加する

ことができます。 

健康づくり課保健指導担当 

（0551-23-4310） 

不妊症対策支援事業 不妊治療を受けた場合、要

件を満たした対象者は、その治

療費の一部助成を受領するこ

とができます。 

健康づくり課保健指導担当 

（0551-23-4310） 

救急時安心情報キット 配布対象者の代わりに申請

することができます。 

長寿介護課介護支援担当 

（0551-23-4313） 

認知症徘徊 SOS ネットワーク

事業 

事前登録をしようとする対象

者の代わりに申請することがで

きます。 

長寿介護課介護支援担当 

（0551-23-4313） 

介護予防・介護支援 

 

 

介護用品支給や配食サービ

ス、家族介護者教室、理容・美

容サービス等、様々なものがあ

ります。 

詳しくは、お問い合わせくだ

さい。 

長寿介護課介護支援担当・長

寿社会担当 

（0551-23-4313） 
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制度・サービス名 制度内容・注意点 担当課・問い合わせ先 

障害福祉サービス事業(介護

給付、訓練等給付、障害児支

援、地域生活支援等) 

障害福祉サービス対象者

で左記のサービス利用にあた

っての申請について、代理人

または家族として申請できま

す。 

詳しくは、お問い合せくだ

さい。 

福祉課障がい福祉担当 

（0551-22-1992） 

障がい者福祉タクシー等利

用料金助成事業 

身体障害者手帳 1.2 級ま

たは療育手帳 A をお持ちで

その他条件に該当する方にタ

クシー券を交付できます。 

福祉課障がい福祉担当 

（0551-22-1992） 

予防接種事業・各種健診（検

診）事業 

予防接種予診票および各種

健診（検診）の受診票を申請・

受領できます。 

健康づくり課健康増進担当 

（0551-23-4310） 

公民館事業の申込み 保護者情報が必要な申請

（図書貸出、講座申込み等）に

ついて、パートナーの子の保護

者として申請できます。 

教育課生涯学習担当 

（0551-45-7209） 

福利厚生事業 市職員の場合は、結婚祝い

金や死亡弔意金など各種給付

の支給対象となります。 

秘書人事課人事行革担当 

（0551-45-9345） 

 

 

※ 制度導入前から柔軟に対応しているサービスも併記しています。 

 

※ 基本的にパートナーシップ・ファミリーシップ制度のご利用の有無に関わらず、サービスを受 

けることもできますが、確認のために受領証等の提示をお願いすることにより、手続きをスムー

ズにできます。 

 

※ 詳しい要件等については、それぞれの担当部署にご相談ください。 

また、ここに掲載のないサービスについても、状況によりご利用可能な場合もありますので、 

それぞれの担当部署にお尋ねください。 
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【利用可能な民間サービス】 

  

民間サービスについては、それぞれの事業所の判断となりますが、以下のような例があります。 

 ・携帯電話会社の家族割適用 

 ・金融機関の住宅ローン 

 ・賃貸物件へのパートナーとの入居 

 ・生命保険の死亡保険金受取人の指定 

 ・自動車保険の特約等におけるパートナーの適用 

 ・診療情報や面会の機会等の提供 

 ・会社の福利厚生制度におけるパートナー、ファミリーの適用 

 

※ 市からも柔軟な対応について、お願いしてまいります。 

また、利用可能なサービス等について、随時市ホームページで情報提供いたします。 
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（参考） 

韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この告示は、全ての市民が、ＳＯＧＩＥ（ソジ―）にかかわらず、自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、

性のあり方により婚姻制度を利用することができない者又は生活する環境等において当該制度を利用することが

容易ではない者の生活上の困難及び生きづらさの軽減を図り、もって当該者の人権及び多様な生き方を尊重す

る社会の実現に資するため、韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度（第１７条及び第１８条において「

宣誓制度」という。）について、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

⑴ ＳＯＧＩＥ 性的指向（恋愛感情又は性的欲求の対象となる性についての指向をいう。）、性自認（自己の性に

ついての認識をいう。）及び性表現（服装、髪形等自己の性についての表現をいう。）の総称をいう。 

⑵ パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面、精神面等で相互に責

任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した２者の関係をいう。  

⑶ ファミリーシップ パートナーシップにある者とその双方若しくは一方の子（養子を含む。）、親（養親を含む。

）又は近親者（直系血族並びに３親等内の傍系血族及び直系姻族をいう。次条において同じ。）との家族としての

関係をいう。 

⑷ 宣誓 パートナーシップにある者が、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に署名し、これを市長に提出

することにより、パートナーシップ又はファミリーシップにあることを宣誓することをいう。  

（宣誓の要件）  

第３条 宣誓をすることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。  

⑴ 民法（明治２９年法律第８９号）第４条に規定する成年に達していること。  

⑵ 宣誓をしようとする者の双方又はいずれか一方が本市に住所を有する者又は宣誓する日から３月以内に

本市へ転入を予定している者であること。  

⑶ 配偶者又は事実婚の相手がいないこと。  

⑷ 共に宣誓しようとする者以外の者とパートナーシップ関係にないこと。  

⑸ 共に宣誓しようとする者が、近親者でないこと（養子縁組によって近親者となった者を除く。）。  

⑹ ファミリーシップの宣誓をしようとする場合にあっては、当該宣誓の対象とする者（１５歳以上の者に限る。）

について、本人の同意があること。 

⑺ １８歳未満の子をファミリーシップの宣誓の対象とする場合は、当該子が宣誓しようとする者の双方又はい

ずれか一方と生計が一であること。 

（宣誓の届出）  

第４条 宣誓をしようとする者は、あらかじめ、宣誓をしようとする日を市に申し出た上で、市が指定する日まで

に、韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届（第１号様式。以下「宣誓届」という。）に次に掲げる書類を添

24



えて、市長に提出しなければならない。  

⑴ 住民票の写し（届出の日前３月以内に発行されたもの） 

⑵ 戸籍謄本、抄本その他の現に婚姻していないことを証明する書類（届出の日前３月以内に発行されたもの） 

⑶ 宣誓をしようとする者の双方が本市に住所を有していない場合にあっては、双方又はいずれか一方の本市

への転入の予定を確認することのできる書類  

⑷ その他市長が必要と認める書類  

２ 前項に掲げるもののほか、ファミリーシップの宣誓をしようとする場合は、当該宣誓の対象となる者（以下「宣

誓対象者」という。）について、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

⑴ 戸籍謄本、抄本その他の当該親子関係等を証明する書類（届出の日前３月以内に発行されたもの） 

⑵ 宣誓対象者が１８歳未満の子にあっては、宣誓をしようとする者の双方又は一方と生計が一であることを確

認できる書類  

⑶ 宣誓対象者（１５歳以上の者に限る。）が署名した同意書（第２号様式）  

⑷ その他市長が必要と認める書類  

（通称名の使用）  

第５条 宣誓をしようとする者で、外国人又は性別違和（自己の身体の性別に違和感を持つことをいう。）等の

事情があると市長が認めたものは、この告示に定める手続において、通称名（社会生活において日常的に使用し

ている氏名をいう。次項において同じ。）を使用することができる。  

２ 通称名を使用しようとする者は、宣誓届に、戸籍上の氏名（外国人にあっては、旅券又は在留カードに記載

された氏名）及び使用する通称名を記載するとともに、日常生活において当該通称名を使用していることが確認

できる書類の写しを添付しなければならない。 

 （審査） 

第６条 市長は、第４条の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宣誓をしよ

うとする者に対し宣誓をさせるものとする。  

 （宣誓に係る署名等） 

第７条 前条の規定により適当と認められた者は、市の職員の面前で韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ

宣誓書（第３号様式。以下この条及び次条において「宣誓書」という。）に署名しなければならない。この場合におい

て、宣誓をしようとする者が宣誓書に自署できない事情があると市長が認めたときは、当該宣誓しようとする者が

認めた者が、当該宣誓をしようとする者の立会いのもと、当該宣誓をしようとする者に代わって署名することがで

きる。  

（受領証等の交付）  

第８条 市長は、前条の規定により宣誓書に署名した者（以下「宣誓者」という。）に対し、韮崎市パートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓書受領証（第４号様式）及び韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カー

ド（第５号様式）（以下「受領証等」という。）を交付するものとする。この場合において、宣誓書を受領したときに付

す番号（第１５条において「受領証番号」という。）を受領証等に記載するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、宣誓をした日（次項及び第１４条において「宣誓日」という。）において、宣誓者の

双方が本市に住所を有していないときは、市長は、受領証等に代わり、韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ
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宣誓者転入予定受付票（第６号様式。以下この条及び第１４条において「転入予定受付票」という。）を交付するも

のとする。  

３ 転入予定受付票の有効期限は、宣誓日から３月を経過する日までとする。ただし、やむを得ない理由がある

と市長が認めた場合は、この限りでない。  

４ 転入予定受付票の交付を受けた者が転入したときは、転入をした日から１４日以内に、当該転入予定受付票

及び転入後の住民票の写しを添えて、韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓者転入完了申出書（第７号

様式）を市長に提出しなければならない。  

５ 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該宣誓者に対し、受領証等を交付するものとする。  

（受領証等の再交付）  

第９条 宣誓者は、紛失、毀損、汚損等の理由により受領証等の再交付を希望するときは、韮崎市パートナーシ

ップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書（第８号様式）により、市長に対し、受領証等の再交付を申請

することができる。この場合において、受領証等を毀損し、又は汚損したことによる申請であるときは、当該受領証

等を添えて申請しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による再交付の申請があったときは、その内容を審査し、再交付すべきであると認めた

ときは、受領証等を再交付するものとする。 

３ 紛失により受領証等の再交付を受けた場合で、再交付後に紛失した受領証等を発見したときは、速やかに

当該受領証等を市長に返還しなければならない。  

（届出事項の変更等）  

第１０条 宣誓者は、宣誓届に記載した事項に変更があった場合は、韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ

宣誓届出事項変更届（第９号様式）に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。この

場合において、変更する事項が、受領証等に記載されている事項に係るものであるときは、交付を受けた受領証

等を添付しなければならない。  

 （ファミリーシップ解消の申立て） 

第１１条 ファミリーシップの宣誓対象者（１５歳以上の者に限る。）は、韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ

宣誓書受領証等に関する申立書（第１０号様式）により、当該ファミリーシップの解消を申し立てることができる。  

２ 市長は、前項の規定による申立てがあったときは、当該ファミリーシップに係る宣誓者に対し、交付した受領

証等を返却させ、当該申立てをした者の氏名を削除した受領証等を交付するものとする。  

（受領証等の返還等）  

第１２条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書

受領証等返還届（第１１号様式。以下この条において「返還届」という。）に受領証等を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。  

⑴ 宣誓者の意思により、パートナーシップを解消したとき。  

⑵ 宣誓者の一方が死亡したとき。  

⑶ 宣誓者の双方が市外に転出したとき。  

２ 前項第２号に該当する場合において、当該宣誓者がファミリーシップの宣誓をしているときは、同項の規定

にかかわらず、当該ファミリーシップの宣誓対象者の同意を得た上で、当該ファミリーシップを継続することができ
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る。この場合において、市長は、当該ファミリーシップを継続する宣誓者に対し、もう一方の宣誓者が死亡した旨を

記載した受領証等を交付するものとする。  

３ 市長は、宣誓者が第１項各号のいずれかに該当すると認めた場合で、相当の期間、返還届の提出がないと

きは、当該宣誓者に対し、受領証等の返還を求めることができる。  

４ 市長は、第１項第１号に該当する場合で、宣誓者のいずれか一方により返還届の提出があったときは、返還

届を受理した後、遅滞なく、もう一方の宣誓者に対し、当該返還届を受理したことを通知するものとする。  

 （本人確認） 

第１３条 市長は、第７条、第９条第１項、第１０条、第１１条第１項及び前条第１項に規定する手続に当たり、当該

手続を行おうとする者に次に掲げるいずれかの書類を提示させ、又はその写しを提出させることにより、本人確認

を行うものとする。 

⑴ 運転免許証  

⑵ 個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）  

⑶ 旅券  

⑷ 在留カード  

⑸ その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等（本人の写真が貼付されたものであって、宣誓の

時点において有効であるものに限る。）又はこれらに準ずるものとして市長が適当と認めたもの  

（宣誓の無効）  

第１４条 市長は、宣誓者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宣誓者に係る宣誓を無効とし、受領

証等の返還を求めるものとする。  

⑴ 宣誓届の内容に虚偽があった場合 

⑵ 宣誓日以後に、第３条各号に掲げる要件を満たさなくなった場合 

⑶ 第８条第２項の規定により転入予定受付票の交付を受けた宣誓者であって、その双方が、同条第３項に規

定する有効期限までに転入しなかった場合（同項ただし書に該当する場合を除く。） 

⑷ 受領証等の不正な使用、濫用又は公の秩序若しくは善良な風俗に反する使用が発覚した場合 

２ 前項の規定による場合のほか、市長は、宣誓者が届出事項の変更その他必要な手続を怠り、かつ、それが

長期にわたり継続された場合は、宣誓を無効とすることができる。  

 （受領証番号の公表） 

第１５条 市長は、第１２条第１項の規定により受領証等の返還を受けた場合及び前条の規定により宣誓を無効

とした場合は、当該宣誓に係る受領証番号をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

（個人情報の適正な取扱い）  

第１６条 市長は、この告示に基づく事務を行うに当たって収集した個人情報を個人情報の保護に関する法律（

平成１５年法律第５７号）等に基づいて、適正に管理及び保管するものとする。 

 （周知及び啓発） 

第１７条 市長は、宣誓制度の目的が適切に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、

市民及び事業者への周知及び啓発に努めるものとする。 
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（他の自治体との連携）  

第１８条 市長は、宣誓制度の趣旨に鑑み、宣誓者等の利便性を向上するため、協定を締結する等他の市区町

村及び都道府県と連携することができるものとする。 

２ この告示の規定に関わらず、山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱に基づき宣誓し、山梨県知事から

受領証等の交付を受けた者については、この告示の規定によりパートナーシップの宣誓をした者とみなす。 

（補則）  

第１９条 この告示に定めるもののほか、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関し必要な事項は、

市長が定める。 

 

附 則  

 この告示は、令和５年１０月１０日から施行する。ただし、第１８条第２項の規定は、山梨県パートナーシップ宣誓

制度実施要綱の施行の日から施行する。 
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韮崎市財務政策課政策調整担当 

〒407-8501  

韮崎市水神一丁目 3 番 1 号 

☎0551-45-9223（直通） 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

（土・日・祝日・年末年始除く） 
 


